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お金
かね

のことはどうしたらいいのかな？ 

生活するためにはお金が必要です。働いてもらう給料のほかに年金制度や手当の制度があります。 

<福祉手当について> 

障害に関する手当には下記の種類があります。 

〇障害児福祉手当・・・・２０歳未満で、重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする方 

に支給されます。（支給額は月額１６，１００円） 

〇特別児童扶養手当・・・重度または中度の障害がある２０歳未満の子どもを家庭で養育している

方に支給されます。（所定の診断書等の判定が必要です。１級：月額５６，

８００円、２級：月額３７，８３０円） 

〇特別障害者手当・・・・２０歳以上で、日常生活において常時介護を必要とする方に支給されま 

す。（月額２９，５９０円） 

〇川口市障害者福祉手当（市の制度） 

          ・・・市内に住所を有する在宅の重度障害者の方に支給されます。（手帳の等 

級等により、月額５，０００円もしくは３，０００円が支給されます。） 

※支給されるためには、該当の手帳を所有していること、診断書の提出や収入を確認する確認する

必要があります。 

※支給額は変わることがあります。 

＜お問い合わせ・申請窓口＞ 

川口市役所障害福祉課手帳係  048-259-7678 

 048-259-7943 

<障害基礎年金について> 

障害基礎年金は、病気や障害の程度によって生活や仕事ができなくなった場合に受け取ることが

できる年金です。年金を受給するためには受給条件があります。受給条件はそれぞれちがうので、

申請手続きが必要です。詳細は下記の窓口でご相談ください。 

障害基礎年金は障害の程度に応じて、1 級と 2 級があります。障害の程度は医師の意見書等によ

って、決まります。 

 1 級…１，０３９，６２５円／年（８６，６３５円／月） 

 2 級…  ８３１，７００円／年（６９，３０８円／月） 

※状況により、支給額は異なります。 

＜お問い合わせ・申請窓口＞ 

浦和年金事務所     048-831-1638   048-831-1638 

川口市役所国民年金課  048-259-7667   048-258-4805 
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障 害
しょうがい

福祉
ふ く し

サービスってなに？

自宅で生活をするとき、施設で支援を受けたいとき、

仕事や生活の訓練を受けたいときに使えるサービスです。

〇障害福祉サービスの対象となる方

身体障害者手帳を持っている方、療育手帳を持っている方、精神障害者手帳を持っている方、難病等の方、自

立支援医療制度を利用している方

※障害福祉サービスを利用するために医師意見書が必要な場合があります。

障害福祉サービスの種類

【手伝ってもらうサービス】

サービスの種類 サービスの内容

居宅介護（ヘルパー） 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

重度訪問介護 重度の肢体不自由者、行動上著しい困難を有する障害者で常に介護を必要とする人に、自宅

で入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動を補助します。

同行援護 重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

行動援護 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外

出支援を行います。

重度障害者等包括支援 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

【住むためのサービス】

サービスの種類 サービスの内容

共同生活援助

（グループホーム）

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助

を行います。

施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

【通うサービス】

サービスの種類 サービスの内容

短期入所（ショートステ

イ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の

介護等を行います。

療養介護 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日

常生活の世話を行います。

生活介護 常に介護が必要な人に、施設で、入浴、排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供

します。
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【練習をしたり、仕事をするためのサービス】

自立訓練

（生活訓練・機能訓練）

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能や生活能力向上のために

（宿泊）訓練を行います。

就労移行支援 一般企業への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必

要な訓練を行います。

就労継続支援

（ 型・ 型）

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のため

に必要な訓練を行います。

就労定着支援 一般就労へ移行した障害のある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できる

よう、企業や自宅への訪問などにより必要な支援を行います。

自立生活援助 施設を利用していた障害のある人がひとり暮らしをはじめたときに、訪問して必要な助言な

どの支援を行います。

就労選択支援

令和 年１０月新設

自分に合った就労の方向性・働き方・就労先を主体的に選べるよう、「適正や能力のアセスメ

ント」や「他機関連携の情報整理・支援調整」を専門支援員が行い、自己決定支援を行いま

す。

＜利用者負担額について＞

世帯の収入状況 負担上限月額

生活保護世帯、住民税非課税世帯 円

住民税課税世帯※１（所得割 万円未満、 歳以

上の施設等入所者、グループホーム入居者を除く）

【施設等入所者以外】障害者 ９，３００円

【２０歳未満の施設等入所者】９，３００円

住民税課税世帯（※１の方を除く） ３７，２００円

＜障害福祉サービス利用までの流れ＞

①相談・申請

障害福祉課または市内の相談支援事業所に相談します。 相談の結果、サービスが必要な場合は障害福祉課へ

申請します。相談支援専門員による代行も可能です。

②認定調査

調査員がご本人の身体状況や生活状況について確認します。審査会でご本人の障害支援区分が決定します。

判定にあたり、医師の意見書を取り寄せる必要があります。

※就労・訓練系のサービスのみの場合は、医師の意見書は必要ありません。

※審査会では「障害支援区分」が決められます。区分は、非該当、区分１～６に分かれます。数字が大きいほ

ど支援の必要度が高くなります。

③サービス等利用計画案の作成

作成をお願いしたい相談支援事業所を決定します。また、相談支援事業所に代わりご本人やご家族、支援者が

セルフプラン（自己制作）を作成することもできます。できあがった計画書は障害福祉課に提出します。

※サービス等利用計画案とはこれからのくらしの希望、今困っていること、どのような障害福祉サービスを

どのくらい利用したいかなどをまとめた計画書です

④サービスの支給決定

提出されたサービス等利用計画を踏まえ、サービスや支給量等を決定し、受給者証を交付します。

⑤事業者との契約・障害福祉サービスの利用開始

事業所と契約を交わし、サービス利用の開始となります。

＜お問い合わせ・申請窓口＞

川口市役所障害福祉課支援係 ☎

各川口市障害者相談支援センター あんしん生活サポートブック １２をご確認ください。
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どんな働
はたら

き方
かた

があるの？ 

自分にあった働き方ってどういうことだろう・・・働きかたの種類ってなに？ 

仕事を始めるために必要な力って何だろう？ 

そもそも、働くためにはどんな力が必要となるのでしょうか。 

（１）川口公共職業安定所（ハローワーク川口） 

川口市青木３－２－７        048-251-2901  048-251-3664 

（２）埼玉障害者職業センター 

さいたま市桜区下大久保１３６－１  048-854-3222  048-854-3260

（３）川口市障害者就労支援センター 

川口市西青木５－２－４３      048-259-3976  048-240-1788

（４）障害者就業・生活支援センターみなみ 

戸田市新曽１９９３－２１      048-432-8197  048-229-3950 

仕事に関する相談窓口 

この中で苦手なことはありますか？ 

苦手なことの種類によって、訓練する内容が変わります。 

働くために必要な力 

ルールが守ることができる力 

健康と 

日常生活を管理する力 

人と話す力 
自分にあった 

職場を見つける力 

就労継続支援 

就労選択支援 
自立訓練 

一般就労 

就労移行支援 
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電車・バスの料金は障害を持っていると割引されるの？

電車・バスを使って出かけるときに、費用の負担が大変・・・助けてくれる制度はあるのかな

＜ ・私鉄旅客運賃の割引について＞

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳（第一種または第二種の記載のあるもの）を

所持している方は、手帳を提示することで次のとおり割引されます。

※精神障害者保健福祉手帳で下記の場合、割引が適応となりません。ご注意下さい。

○第一種または第二種の記載が無い手帳（記載を希望する方は障害福祉課にお問合せ下さい。）

○有効期限の切れた手帳

○写真が貼付されていない手帳

【対象者】身体障害者手帳・療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者とその介護者の方

対象の方 乗車券の種類 割引率 取扱区間

第１種障害者とその介護者 普通乗車券

回数乗車券

普通急行券

※特急券は割引対象外

５０％ 私鉄等他鉄道会社線とまたがる

場合を含みます。ただし、回数乗

車券は 線区間単独の発売と

なります。

第１種障害者とその介護者、

または１２歳未満の障害者と

その介護者

定期乗車券（小児定期

乗車券を除く。）

５０％ 私鉄等他鉄道会社線とまたがる

場合を含みます。小児定期旅客運

賃は割引を適用しません。

第１種・第２種障害者が単独

で利用する場合

普通乗車券 ５０％ 片道の営業キロが ｋｍを超

える区間（私鉄線等他鉄道会社線

にまたがる場合を含みます。）

【利用方法】

乗車券購入の際に、発売窓口で手帳を提示してください。各私鉄に関しては、対象者、内容、利用

方法ともＪＲの場合に準じます。各私鉄により割引内容が異なります。詳しくは、直接、各鉄道会社

へお問い合わせください。

【お問い合わせ】 ＪＲ各駅・私鉄各駅

＜バス運賃の割引について＞

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかたは、県内を発着する

バスを利用する場合、手帳を提示することにより、次のとおり割引されます。

【対象者】身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者（等級は関係ありません）

対 象 乗車券の種類・割引率 取扱区間

身体障害者
普通乗車券 ・

定期乗車券 ・

５０％

３０％
埼玉県内路線バスの乗車区間知的障害者

精神障害者

※第１種身体障害者手帳および第１種療育手帳所持者に関しては、介護者も同率割引されます。

※精神障害者保健福祉手帳については、写真の貼付のある場合のみ割引になります。

※各市町村のコミュニティバスは、各市町村の規程によります。

【お問い合わせ】各バス会社営業所
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悩
なや

みごとはあるけれど、どこに相談
そうだん

したらいいの？ 

相談支援ってなに？

障害のあるかた、そのご家族のみなさんの思いに寄り添い、ご本人が望む生活に必要な情報の提

供や説明を行います。 

また、障害福祉サービスを利用する際は、相談支援専門員が計画を一緒に立て、サービス利用の

ための連絡を行います。 

川口市内には１０ヶ所の障害者相談支援センターがあります。 

事業所名・所在地 連絡先 

川口市障害者相談支援センター「わかゆり」

川口市赤井１２２７ 

（電話）048-284-7122 

（FAX）048-287-3744 

川口市障害者相談支援センター「きらり」

川口市八幡木１－１９－５ ２階 

（電話）048-287-1210 

（FAX）048-287-5020 

川口市障害者相談支援センター「グリーンハウス」

川口市安行慈林９９５－１０ メゾンツチヤ１階 

（電話）048-286-4112 

（FAX）048-287-3316 

川口市障害者相談支援センター「みぬま」

川口市木曽呂１３７４ 

（電話）048-290-7371 

（FAX）048-294-4458 

川口市障害者相談支援センター「社協」 

川口市青木３－３－１ 青木会館内 

（電話）048-259-0230 

（FAX）048-259-0323 

川口市障害者相談支援センター「いまむら」

川口市幸町１－５－１７ 川口みちのくビル２階 

（電話）048-299-5063 

（FAX）048-258-1752 

川口市障害者相談支援センター「めだか」

川口市戸塚３－３７－１１ ２階 

（電話）048-229-7835 

（FAX）048-229-7837 

川口市障害者相談支援センター「ひふみ」 

川口市元郷１－３－１９

（電話）048-227-1236 

（FAX）048-227-1237 

川口市障害者相談支援センター「ひなぎく」 

川口市芝西２－３１－１５ ウエストサイド１階

（電話）048-485-1540 

（FAX）048-485-1680 

川口市障害者相談支援センター「ほっと」 

川口市西川口３－３０－１５ グレースハイツ１階 

（電話）048-290-8773 

（FAX）048-290-8774 

※この 10 ケ所以外にも相談支援事業所があります。川口市役所障害福祉課ホームページ事業所一覧をご

確認ください。 

＜総合相談窓口＞ 

川口市役所障害福祉課支援係   048－259 7926 

 048 259 7943 
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発行元              事務局 

川口市自立支援協議会       川口市役所障害福祉課 

くらし部会            川口市青木2-1-1 

 048-25９-7926（支援係）

 048-259-7943

                 発行日  令和７年９月１７日 

令和６年度福祉の日デザイン画 佳作 濱端 梨桜さんの作品 


